
参考３ 

指定金融機関に関する関係法令 

 

○地方自治法（抄） 

（金融機関の指定）  

第２３５条 都道府県は，政令の定めるところにより，金融機関を指定して，都道府県

の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせなければならない。  

２ 市町村は，政令の定めるところにより，金融機関を指定して，市町村の公金の収

納又は支払の事務を取り扱わせることができる。 

 

○地方自治法施行令（抄） 

（指定金融機関等） 

第１６８条  都道府県は，地方自治法第２３５条第１項 の規定により，議会の議決

を経て，一の金融機関を指定して，当該都道府県の公金の収納及び支払の事務

を取り扱わせなければならない。  

２  市町村は，地方自治法第２３５条第２項 の規定により，議会の議決を経て，一

の金融機関を指定して，当該市町村の公金の収納及び支払の事務を取り扱わせ

ることができる。  

３  普通地方公共団体の長は，必要があると認めるときは，指定金融機関をして，

その取り扱う収納及び支払の事務の一部を，当該普通地方公共団体の長が指定

する金融機関に取り扱わせることができる。  

４  普通地方公共団体の長は，必要があると認めるときは，指定金融機関をして，

その取り扱う収納の事務の一部を，当該普通地方公共団体の長が指定する金融

機関に取り扱わせることができる。  

（中略） 

７  普通地方公共団体の長は，指定代理金融機関又は収納代理金融機関を指定

し，又はその取消しをしようとするときは，あらかじめ，指定金融機関の意見を聴か

なければならない。  

８  普通地方公共団体の長は，指定金融機関，指定代理金融機関，収納代理金

融機関又は収納事務取扱金融機関を定め，又は変更したときは，これを告示しな

ければならない。  

 

（指定金融機関の責務）  

第１６８条の２  指定金融機関は，指定代理金融機関及び収納代理金融機関の公

金の収納又は支払の事務を総括する。  

２  指定金融機関は，公金の収納又は支払の事務（指定代理金融機関及び収納

代理金融機関において取り扱う事務を含む。）につき当該普通地方公共団体に

対して責任を有する。  

３  指定金融機関は，普通地方公共団体の長の定めるところにより担保を提供しな

ければならない。  

        （以下略） 


